
   

南部大阪都市計画地区計画の変更（富田林市決定） 

都市計画大阪狭山市東茱萸木・富田林市伏山地区地区計画を次の通り変更する。 

名      称 南部大阪都市計画大阪狭山市東茱萸木・富田林市伏山地区地区計画 

位      置 富田林市伏山一丁目地内 

面      積 約４.３【３.９】ha 
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地区計画の目標  本地区は、公園や緑地で覆われたみどり豊かなスペース、快適性・利

便性に優れた住み心地の良い住宅地並びに道路整備の一端を担う幹線

道路を備えた地区を目指す。 

土地利用の方針 住宅地開発に伴う幹線道路の整備による交通環境の改善を主軸に、建

築条例及び緑地協定を締結することにより低層戸建住宅地としてゆと

りある良好な住環境の形成を図ることとする。 

地区施設の整備の方針 良好な土地利用を図るため、道路、公園、調整池について地区施設と

して位置づけ整備を行う。 

建築物等の整備の方針 周辺環境と調和した地区の形成を図るため、低層戸建住宅に重点を置

いた建築物等に関する制限を定める。 

その他当該区域の整備・開

発及び保全に関する方針 

造成計画は、周辺地域及び自然環境に影響が無いよう、また防災計画

においては、将来において災害などが生じないよう、可能な限り手段を

講じ計画する。また、建築物の敷地の地盤面の高さは、基本的に造成工

事竣工時の高さより変更してはならない。 
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道  路 幹線道路：幅員１２ｍ（車道７ｍ、両側歩道２.５ｍ）北端部のみ幅員 

１０ｍ（車道６ｍ、両側歩道２ｍ）・延長約７００【７９０】

m 

区画道路：幅員６ｍ及び６.９ｍ・延長約１,１９０【１,０９０】m 

補助道路：幅員４.９ｍ・延長約２０【２０】m 

公  園 約１,１００【１,１００】㎡ 

緑  地 約４,８００【３,５００】㎡ 

その他公共施設 調整池：約１,４００【１，９００】㎡ 
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建築物等の用途の

制限 

建築物の用途は以下に掲げるものとする。 

(1) 一戸建ての住宅 

(2) 集会所 

(3) 診療所 

(4) 一戸建て住宅で、建築基準法施行令第１３０条の３に掲げるもの。 

(5) 前各号の建築物に付属するもの（建築基準法施行令第１３０条の

５で定めるものを除く。） 

建築物の容積率の

最高限度 
１０／１０ 

建築物の建ぺい率

の最高限度 

５／１０ 

（大阪府建築基準法施行細則第４条に該当する敷地 ６／１０） 
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建築物の敷地面積

の最低限度 
１２０㎡ 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から

敷地境界線までの距離は、１ｍ以上でなければならない。但し、次の各

号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限り

でない。 

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下であること。 

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２.３ｍ以下

で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であること。 

建築物等の高さの

最高限度 

1 建築物の高さは、１０ｍとする。 

2 1 の建築物の算定については、令第２条第１項第６号のロ及びハに

定めるところによる。 

3 建築物の各部分の高さは、当該部分から全面道路の反対側の境界線

又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１.２５を乗じて得たも

のに、５ｍを加えたものとする。 

4 3 の適用の緩和に関する措置は、令第１３５条の 4 第 1 項第１号及

び第２号に定めるところによる。 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

1 自動車の出入口は、歩道のある道路側に設置しない。但し、敷地の

面している道路が歩道のある道路のみである場合を除く。 

2 屋根・外壁等の形態及び色彩は、景観に配慮するとともに良好な周

辺環境に調和し、落ち着いた形状・色合いのものとする。 

建築物の緑化率の

最低限度 

建築条例により土地面積の１０％以上を植栽する旨を規定し、詳細

については、都市緑地法に基づく緑地協定に規定するものとする。 

かき又はさくの構

造の制限 

道路境界及び隣地境界に面する透視不可能な塀の高さは、宅地地盤面

から１.２ｍ以下とする。但し、生垣又は透視可能なフェンスについて

は、この限りでない。 

土地の利用に関する事項 本地区計画は、富田林市及び大阪狭山市に跨る計画であり、本地区全

体で２０％以上の緑化率を達成するものとする。 

備      考 地方自治法第 7 条第 1 項の規定による境界変更の効力が生じる日以

降における区域の面積及び、地区施設の規模については、【 】内の数

値とする。 

 

 

 

 

 


